
2023年 8月 

お客様各位 

 

適格請求書等保存方式(通称：インボイス制度)に伴う対応のお知らせ 

 

  インボイス制度について、適格請求書発行事業者の登録申請を完了しました。 

ダイトーコーポレーションの適格請求書発行事業者番号は下記となります。 

 

 

適格請求書発行者番号：T7010401016637 

登録年月日：2023年 10月 1日 

 

上記の登録番号は国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトでもご確認いただけま

す。ダイトーコーポレーションの情報：国税庁 インボイス制度 適格請求書発行事業

者公表サイト 

 

 

 

 以上 

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=7010401016637
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=7010401016637

